事　 務　 連　 絡
令和6年４月1７日
障害児通所支援事業所　各位
古河市役所　障がい福祉課


令和６年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う
強度行動障害児支援加算の算定について

　　　平素は、市福祉行政にご理解ご協力をいただき誠にありがとうございます。
さて、表題の件につきまして、本市においては、下記の通り、取り扱うこととなりましたので、
ご確認の上ご対応いただきますよう、よろしくお願いいたします。

1. 今般の改正内容
令和６年度障害福祉サービス等報酬改定により、強度行動障害児支援加算について、本年４月から放課後等デイサービスに強度行動障害児支援加算（Ⅱ）が追加され、また居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援について本加算が新設されました。
　
2. 算定方法
(1) 保護者への説明【児童通所支援事業所】
1 事業所は、対象となる児童の保護者へ加算の対象となる可能性があることについて説明をお願いします。
2 強度行動障害支援者養成研修を受講した職員による支援の内容と加算を算定することによる利用者負担額への影響等を説明し、加算を算定することについて同意を得てください。
3 別表（調査票）を用いながら事業所が保護者と面談を実施し、合計点数が20点以上（加算（Ⅱ）を算定する場合は30点以上）になることの確認をします。
4 別表（調査票）は事業所が必要事項記入の上、まとめて提出をお願いします。
別表の提出先：古河市役所　障がい福祉課

(2) 支給決定手続き【古河市役所　障がい福祉課】
古河市は、提出された別表等の確認をします。確認した結果20点以上である場合、強度行動障害児支援加算（30点以上は加算（Ⅱ））の支給決定をし、該当部分の通所受給者証シールを発行します。

3. 提出期限
①令和６年４月１日から算定する場合
現行通り、月末までに提出された場合、１日に遡って算定します。

②令和６年５月１日以降に算定する場合
1)各月15日までに提出された場合は、提出された月の1日から算定します。　
2)各月16日以降提出された場合は、翌月1日から算定します。

[bookmark: _GoBack]問い合わせ先
〒306-0221　古河市駒羽根1501　「健康の駅」（古河市総和福祉センター内）
障がい福祉課　障がい福祉係　市川、小林　TEL：0280－92－4919（直通）

